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大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
所
在
地
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
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医
療
機
関
の
名
称
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変
更
年
月
日
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更
前

変
更
後
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・
ａ
株
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会
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訪
問
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護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ

ず
き

中
津
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大
字
万
田
六
一
八

番
地
三

中
津
市
大
字
永
添
二
七
五

一
番
九

平
三
○
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九
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三

毎
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火
曜
日
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金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
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発
行
人　

大　

分　
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編
集　

三
恵
印
刷
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会
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定
価　

一
箇
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三
万
八
千
八
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八
十
円
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大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。
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大
分
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知
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医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　

在　

地

休
止
年
月
日

佐
伯
市
国
民
健
康
保

険
名
護
屋
出
張
診
療

所

佐　

伯　

市

佐
伯
市
蒲
江
大
字
丸
市
尾
浦
六
○
一
番

地

令　

二
・　

四
・　

一

佐
伯
市
国
民
健
康
保

険
西
野
浦
診
療
所

〃

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
二
―
一
二
一

九
―
三

〃

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
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定
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療
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か
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止
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出
が
あ
っ
た
。
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在　
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廃
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日
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英
雄
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雄

佐
伯
市
大
字
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亀
の
甲
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四
八
五

―
二
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元
・　
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・
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二

つ
る
み
歯
科
診
療
所

豊　

嶋　

寛　

司

佐
伯
市
鶴
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大
字
沖
松
浦
二
○
番
地
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元
・
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二
・　
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な
か
の
薬
局

中　

野　

昭　

夫

別
府
市
鉄
輪
御
幸
三
組
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元
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五
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別
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組
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・
三
一

轟
木
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形
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科
病
院

社
会
医
療
法
人
玄

真
堂

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
七
六
六

〃

高
崎
皮
フ
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

医
療
法
人
宇
水
会

宇
佐
市
大
字
辛
島
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五
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地

〃

真
那
井
診
療
所

廣　

瀬　

信　

行

速
見
郡
日
出
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大
字
真
那
井
三
一
六
六

〃

ま
つ
も
と
歯
科

松　

本　

量　

文

速
見
郡
日
出
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字
年
の
神
三
八
五
八
番

地
八

〃

ヤ
ン
グ
薬
局

伊　

東　

昭　

彦

日
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市
新
治
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四
七
七
―
八

〃

石
﨑
歯
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院
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百
六
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。
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者
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辞
退
年
月
日

佐
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歯
科
医
院

佐　
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亮
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田
市
殿
町
三
二
の
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三
一
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示
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五
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規
模
小
売
店
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立
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法
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平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
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貞

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
鶴
見
園
店

　
　
　
　

別
府
市
大
字
南
立
石
字
中
津
留
道
北
二
千
百
三
十
九
番
地
十
九

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

　
　
　

の
氏
名

　
　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

渡　

邉　

正　

光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
府
内
町
二
丁
目
一
番
四
号

　
　
　
　

変
更
一　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

渡　

邉　

正　

光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

変
更
二　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

佐　

藤　

裕　

士
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大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

変
更
三　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

右　

田　

良　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

変
更
四　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

　
　
　

て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

渡　

邉　

正　

光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
府
内
町
二
丁
目
一
番
四
号

　
　
　
　

変
更
一　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

渡　

邉　

正　

光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

変
更
二　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

佐　

藤　

裕　

士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

変
更
三　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

右　

田　

良　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

変
更
四　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

　
　
　

の
氏
名

　
　
　

⑴　

平
成
十
七
年
六
月
二
十
五
日

　
　
　

⑵　

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　

⑶　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　

⑷　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日

　
　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

　
　
　

て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

⑴　

平
成
十
七
年
六
月
二
十
五
日

　
　
　

⑵　

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　

⑶　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　

⑷　

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所 

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

月
十
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞  
一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

コ
ス
モ
タ
ウ
ン　

フ
リ
ー
モ
ー
ル
佐
伯
（
Ｅ
区
画
）

　
　
　
　

佐
伯
市
鶴
岡
西
町
二
丁
目
百
二
十
二
番

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆
リ
ー
ス
株
式
会
社



令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報

四

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

橘　
　
　

正　

喜　

　
　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
し
ま
む
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

北　

島　

常　

好

　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

　
　
　
　
　
　
　

外
七
者

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
し
ま
む
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

鈴　

木　
　
　

誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号

　
　
　
　
　
　
　

外
七
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

月
十
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者  

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
鶴
見
園
店

　
　
　
　

別
府
市
大
字
南
立
石
字
中
津
留
道
北
二
千
百
三
十
九
番
地
十
九

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　

３　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
　
　
　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　

変
更
前　

建
物
南
側　

二
十
一
台

　
　
　
　

変
更
後　

駐
輪
場
№
一　

建
物
南
側　

五
台

　
　
　
　
　
　
　
　

駐
輪
場
№
二　

建
物
西
側　

十
六
台

　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

二
十
一
台

　
　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻　

午
前
十
時　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
十
一
時

　
　
　
　
　

変
更
後　

開
店
時
刻　

午
前
七
時　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
十
一
時

　
　
　

⑵　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

　
　
　
　
　

変
更
後　

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で

　
　
　

⑶　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

　
　
　
　
　

変
更
前　

駐
車
場
№
一
・
二　

店
舗
敷
地
南
側　

二
箇
所

　
　
　
　
　

変
更
後　

駐
車
場
№
一
・
二　

店
舗
敷
地
南
側
及
び
西
側  

六
箇
所

　
　
　

⑷　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
告
示
）



令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報

五

　
　
　
　
　

変
更
前　

荷
さ
ば
き
施
設
№
一
・
二　

午
前
四
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　
　
　

変
更
後　

荷
さ
ば
き
施
設
№
一
・
二　

午
前
四
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　

４　

変
更
す
る
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
六
月
一
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

月
十
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者  

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
と
み
な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

　
　
　

オ
ア
シ
ス
パ
ー
ク
明
野

　
　
　
　

大
分
市
明
野
高
尾
三
丁
目
一
番
一
号  

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

筑
後
屋
物
産
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

丸　

谷　

ヒ
ロ
子

　
　
　
　
　

大
分
市
大
字
羽
屋
六
十
番
地
三

　

３　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻　

午
前
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時

　
　
　
　

変
更
後　

開
店
時
刻　

午
前
七
時

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時

　
　

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

　
　
　
　

変
更
後　

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

　

４　

変
更
す
る
年
月
日 

　
　
　

令
和
二
年
六
月
一
日

　

５　

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

　
　
　

て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　
　

千
七
百
二
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈢　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　
　

駐
車
場
№
一　

建
物
一
階
東
側　

四
十
五
台

　
　
　
　
　

駐
車
場
№
二　

建
物
二
階
東
側　

二
十
六
台

　
　
　
　
　

合
計　

七
十
一
台

　
　
　

⑵　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　
　

建
物
一
階
東
側　

二
十
台

　
　
　

⑶　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

　
　
　
　
　

建
物
内
一
階
北
側　

三
十
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

建
物
内
一
階
西
側　

三
十
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

（
告
示
）



令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報

六

　
　
　
　
　

合
計　

六
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

⑷　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

　
　
　
　
　

建
物
一
階
北
側　

八
・
〇
七
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

　
　
　
　
　

駐
車
場
№
一　

二
箇
所　

店
舗
敷
地
一
階
北
側
及
び
東
側

　
　
　
　
　

駐
車
場
№
二　

一
箇
所　

店
舗
敷
地
二
階
東
側

　
　
　
　
　

合
計　

三
箇
所

　
　
　

⑵　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　
　

二
十
四
時
間

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日 

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

月
十
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
と
み
な
さ
れ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
三
重
店

　
　
　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
四
百
四
十
七
番
一
号

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　

３　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻　

午
前
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
八
時
（
三
十
六
日
間
は
午
後
九
時
）

　
　
　
　

変
更
後　

開
店
時
刻　

午
前
七
時　

　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時

　
　

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で
（
三
十
六
日
間
は
午
後
九
時
三
十
分
ま

　
　
　
　
　
　
　

で
）

　
　
　
　

変
更
後　

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

　

４　

変
更
す
る
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
六
月
一
日

　

５　

変
更
に
係
る
も
の
以
外
の
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

　
　
　

て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

株
式
会
社
ト
キ
ハ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

吉　

弘　
　
　

晃

　
　
　
　
　
　

大
分
市
明
野
東
一
丁
目
一
番
一
号

　
　
　
　

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

小　

野　

浩　

司

　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二
番
三
十
三
号

　
　
　
　

株
式
会
社
ケ
ン
ミ
ン

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

橋　

本　
　
　

修

（
告
示
）



令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報

七

（
告
示
・
公
告
）

　
　
　
　
　
　

大
分
市
西
大
道
二
丁
目
三
番
八
号

　
　
　
　

有
限
会
社
唐
津
屋

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

藤　

井　

和　

夫

　
　
　
　
　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
大
字
市
場

　
　
　
　

株
式
会
社
キ
ャ
ン
ド
ゥ

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

城　

戸　

一　

弥

　
　
　
　
　
　

東
京
都
新
宿
区
北
新
宿
二
丁
目
二
十
一
番
一
号

　
　

㈡　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　
　

六
千
六
百
四
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈢　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　
　

建
物
西
側
、
北
側
及
び
東
側　

二
百
五
十
台

　
　
　

⑵　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　
　

建
物
北
側　

三
十
台

　
　
　

⑶　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

　
　
　
　
　

建
物
南
側　

三
十
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

⑷　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

　
　
　
　
　

建
物
南
側　

十
六
・
二
三
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈣　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

　
　
　
　
　

五
箇
所　

建
物
敷
地
北
西
側
、
南
西
側
及
び
東
側

　
　
　

⑵　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　
　

二
十
四
時
間

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日 

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
豊
肥
振
興
局

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
十

　

月
十
九
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
講
習
会
を
開
催
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

講
習
会
の
受
講
対
象
者

　
　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
登
録
の
有
効
期

　

間
の
満
了
の
日
が
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
、
同
年
八
月
三
十
一
日
、
同
年
十
一
月
三
十
日
及
び
令
和
四

　

年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
者

二　

講
習
会
の
開
催
期
日
及
び
場
所

　

１　

開
催
日
時　

令
和
二
年
十
月
七
日
（
水
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
四
十
分
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
後
零
時
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
五
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

　

２　

開
催
場
所　

大
分
市
大
字
下
郡
四
百
九
十
六
―
三
十
八　

大
分
県
教
育
会
館

三　

講
習
会
の
受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
及
び
場
所

　

１　

受
付
期
間　

令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で

　

２　

受
付
場
所

　
　
　

次
の
表
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
大
分
県
食
品
衛
生
協
会
の
各
支
部

支　

部　

名

所

　

　

　

在

　

　

　

地

国
東
支
部

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一　

東
部
保
健
所
国
東
保
健
部
内

別
府
支
部

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
一
四
番
地
一　

東
部
保
健
所
内

速
見
支
部

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四　

日
出
総
合
庁
舎
内

由
布
支
部

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
三
七
番
地
二　

中
部
保
健
所
由
布
保
健
部
内



令
和
二
年
六
月
十
九
日

大
分
県
報

八

（
公
告
）

臼
杵
支
部

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
七
二
番
地
三
四　

中
部
保
健
所
内

津
久
見
市
支
部

津
久
見
市
港
町
一
番
二
一
号　

津
久
見
商
工
会
議
所
内

佐
伯
支
部

佐
伯
市
向
島
一
丁
目
四
番
一
号　

南
部
保
健
所
内

豊
後
大
野
支
部

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
三
四
番
地
二　

豊
肥
保
健
所
内

竹
田
支
部

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
一
五
〇
一
番
地
二　

竹
田
総
合
庁
舎
内

日
田
支
部

日
田
市
田
島
二
丁
目
二
番
五
号　

西
部
保
健
所
内

玖
珠
郡
支
部

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一　

玖
珠
総
合
庁
舎
内

中
津
支
部

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
四
二
号　

北
部
保
健
所
内

宇
佐
支
部

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
二
三
五
番
地
一　

宇
佐
総
合
庁
舎
別
棟
内

豊
後
高
田
支
部

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地　

北
部
保
健
所
豊
後
高
田
保
健
部
内

大
分
市
支
部

大
分
市
荷
揚
町
六
番
一
号　

大
分
市
保
健
所
内


